
航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会 中間とりまとめ（概要）

まずは、関係者間で飛行情報を共有することで、航空機と無人航空機や無人航空機同士の接近を事前に回避する
接近が回避できない場合に備え、飛行ルールを策定し、飛行ルールに従うことで衝突を回避する
衝突回避技術や運航管理システムの実用化に向けた研究開発に国際的にも連携しながら官民一体となって取り組む

なお、今回とりまとめる基本的なルールは、無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインに盛り込むとともに、無人航空機の飛行に
係る許可・承認の要件とする

衝突回避の基本的な考え方

＜飛行前の情報共有＞

衛星通信を利用して、民間事業者が把握しているドクターヘ
リの飛行情報を、関係者と共有できるようにする。その上で、無
人航空機を飛行させる者は、飛行前に当該飛行情報を確認す
る

＜飛行前のルール＞

航行中の航空機を確認した場合には、無人航空機を飛行さ
せない

＜飛行中のルール＞

航行中の航空機を確認した場合には、ただちに安全な場所
に無人航空機を着陸させるなどの回避行動をとる

航空機と無人航空機の衝突回避策 無人航空機同士の衝突回避策

その他

＜飛行前の情報共有＞

無人航空機の飛行情報を、関係者と共有できるシステムを新たに
構築する。その上で、無人航空機を飛行させる者は、飛行前に当該
飛行情報を共有・確認する

＜飛行前のルール＞

飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、経路、高度、飛行
時間等について関係者と調整等を行う

＜飛行中のルール＞

飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、ただちに安全な場
所に着陸させるなどの回避行動をとった後、経路、高度、飛行時間
等について関係者と調整等を行う

＜機体の視認性向上＞

飛行前に気象情報を入手するとともに、十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。また、機体の視認性を高めるため
の技術について調査を行う

＜航空情報の意義や役割の周知啓蒙＞

航空情報の意義や役割、適切な活用法について、無人航空機を飛行させる者に対してホームページ等で周知啓蒙を行う

＜空港等周辺の規制強化＞

ジオフェンス機能の活用、航空機との接近・衝突を防止するためのより厳格なルール、啓蒙強化について検討する


